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 国立民族学博物館における有期雇用職員に係る雇用契約期間の更新限度に関する規程 

 

                                                       平成２７年３月１０日 

                                                       規 程 第 １ 号 

                             

（総則） 

第１条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構特定有期雇用職員規程（平成

２２年３月２９日規程第１２３号）、大学共同利用機関法人人間文化研究機構契約職員

就業規則（平成１６年４月１日規程第１９号）、大学共同利用機関法人人間文化研究機構

パートタイム職員就業規則（平成１６年４月１日規程第２０号）及び大学共同利用機関法

人人間文化研究機構プロジェクト研究員規程（平成１８年３月３１日規程第１０５号）、

大学共同利用機関法人人間文化研究機構機関研究員規程（平成１８年３月３１日規程

第１０７号）及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構研究支援者取扱規程（平成

１６年１１月１５日規程第７４号）の規定に基づき、国立民族学博物館における特定有

期雇用職員、契約職員、パートタイム職員、プロジェクト研究員、機関研究員及び研究支

援者（以下「有期雇用職員」という。）に係る雇用契約期間の更新限度を定めることを目

的とする。 

 

（雇用契約期間の更新限度） 

第２条 有期雇用職員は、当初採用日から起算して別表に定める年数を上限として雇用契約

期間を更新することができるものとする。 

２ 休業の期間は、雇用契約期間に含まれるものとする。 

 

  附  則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

（施行日以前に在職する有期雇用職員の取扱い） 

２ 本規程の施行日に特定有期雇用職員等として雇用され、かつ当該施行日の前日に有期雇

用職員として在職していた者に係る雇用契約の更新については、第２条第１項の規定にか

かわらず、その者の職務の内容等を考慮して雇用契約期間の延長が必要であると機構長が

特に認める場合を除き従前のとおりとする。 
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別表 

有期雇用職員の種類 

（括弧内は根拠規程） 
雇用契約期間上限年数 

特定有期雇用職員 

（特定有期雇用職員規程） 

当該事業の期間 

但し、特任研究員は１０年を超えない範

囲、特任技術専門職員は５年（研究開発シ

ステムの改革の推進等による研究開発能

力の強化及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律（平成２０年法律第６３号）

（以下「研究開発強化法」という。）第１

５条の２第１項に該当する場合は１０年

（注））を超えない範囲とする。 

契約職員 

（契約職員就業規則） 
５年 

パートタイム職員 

（パートタイム職員就業規則） 
５年 

プロジェクト研究員 

（プロジェクト研究員規程） 

当該プロジェクトの継続する期間（共同研

究経費、受託研究経費、科学技術振興調整

費、国等の補助金のうち館長が認める経費

により雇用される者にあっては、当該経費

の継続する期間）を限度とする。 

但し、１０年を超えない範囲とする 

機関研究員 

（機関研究員規程） 
３年 

研究支援者 

（研究支援者取扱規程） 

当該科学研究費等の補助金の事業の期間 

但し、１０年を超えない範囲とする 

 注：当分の間、研究開発強化法第１５条の２第１項に該当すると判断し、５年を超えて特任 

技術専門職員を雇用する場合は、事前に機構長に協議したうえ、決定するものとする。 


